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(57)【要約】
　医薬製品は、少なくとも約1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った加圧容器を含み得
る。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも約1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った圧力容器を含む、医薬製品。
【請求項２】
　前記加圧ガスが、動物による吸入に適している、請求項1記載の医薬製品。
【請求項３】
　前記加圧ガスが、少なくとも約5％の一酸化窒素を含む、請求項1又は2記載の医薬製品
。
【請求項４】
　前記加圧ガスが、少なくとも約25％の一酸化窒素を含む、請求項1～3のいずれか一項記
載の医薬製品。
【請求項５】
　前記加圧ガスが、少なくとも約50％の一酸化窒素を含む、請求項1～4のいずれか一項記
載の医薬製品。
【請求項６】
　前記加圧ガスが、少なくとも約75％の一酸化窒素を含む、請求項1～5のいずれか一項記
載の医薬製品。
【請求項７】
　前記加圧ガスが、少なくとも約90％の一酸化窒素を含む、請求項1～6のいずれか一項記
載の医薬製品。
【請求項８】
　前記加圧ガスが、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒素を含む、請求項1～7のい
ずれか一項記載の医薬製品。
【請求項９】
　前記加圧ガスが、1種類以上の不活性ガスを含む、請求項1～8のいずれか一項記載の医
薬製品。
【請求項１０】
　前記加圧ガスが窒素を含む、請求項1～9のいずれか一項記載の医薬製品。
【請求項１１】
　前記加圧ガスが、本質的に一酸化窒素からなる、請求項1～8のいずれか一項記載の医薬
製品。
【請求項１２】
　前記圧力容器が、最大で約10 mLの量を保持する、請求項1～11のいずれか一項記載の医
薬製品。
【請求項１３】
　前記圧力容器が、最大で約5 mLの量を保持する、請求項1～12のいずれか一項記載の医
薬製品。
【請求項１４】
　前記圧力容器が、最大で約3 mLの量を保持する、請求項1～13のいずれか一項記載の医
薬製品。
【請求項１５】
　前記加圧ガスが、少なくとも4.83 MPa（700 psi）の圧力で前記圧力容器に入れられて
いる、請求項1～14のいずれか一項記載の医薬製品。
【請求項１６】
　前記加圧ガスが、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）の圧力で前記圧力容器に入れられ
ている、請求項1～15のいずれか一項記載の医薬製品。
【請求項１７】
　前記加圧ガスが、標準的な温度及び圧力で、最大で約20 Lの量を有する、請求項1～16
のいずれか一項記載の医薬製品。
【請求項１８】
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　前記加圧ガスが、標準的な温度及び圧力で、最大で約2 Lの量を有する、請求項1～17の
いずれか一項記載の医薬製品。
【請求項１９】
　前記加圧ガスが、標準的な温度及び圧力で、最大で約500 mLの量を有する、請求項1～1
8のいずれか一項記載の医薬製品。
【請求項２０】
　送達システムであって、
　少なくとも1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った加圧容器に接続するように構成さ
れた第1の端部と、
　第2の端部であって、該送達システムが、一酸化窒素を含むガス流を該送達システムの
該第2の端部に連通させるように構成されている、該第2の端部と、
　空気源からの空気が、該送達システムにおいて該ガス流中のガスと混合して、少なくと
も0.01％の二酸化窒素を含むガス流が得られるよう、該空気源に接続して該送達システム
に空気を供給するように構成された接続器と、
　該接続器と該第2の端部との間の還元剤であって、該ガス流中の二酸化窒素と反応して
該二酸化窒素を一酸化窒素に変換する、該還元剤と、を備える、前記送達システム。
【請求項２１】
　前記空気源からの空気が、前記送達システムにおいて前記ガス流中の前記ガスと混合し
て、少なくとも0.01％の二酸化窒素を含むガス流が得られるよう、該送達システムに空気
を供給するように構成された空気源を備える、請求項20記載のシステム。
【請求項２２】
　前記還元剤が、表面活性物質に含められている、請求項20又は21記載のシステム。
【請求項２３】
　前記還元剤が、表面活性物質上を被覆している、請求項20～22のいずれか一項記載のシ
ステム。
【請求項２４】
　前記表面活性物質が、二酸化窒素を含む前記ガス流を入口を介して受け取り、該二酸化
窒素を含むガス流を、該表面活性物質を介して出口に連通させるように構成されたカート
リッジ内に存在する、請求項20～23のいずれか一項記載のシステム。
【請求項２５】
　電子機器を備えていない、請求項20～24のいずれか一項記載のシステム。
【請求項２６】
　加熱装置を備えていない、請求項20～25のいずれか一項記載のシステム。
【請求項２７】
　保存装置に接続されたガス流量調節器を備える、請求項20～26のいずれか一項記載のシ
ステム。
【請求項２８】
　制限器を備える、請求項20～27のいずれか一項記載のシステム。
【請求項２９】
　前記制限器がオリフィスを含む、請求項28記載のシステム。
【請求項３０】
　前記制限器が毛細管を含む、請求項28又は29記載のシステム。
【請求項３１】
　前記送達システムの前記第2の端部が、患者インターフェイスに接続されている、請求
項20～30のいずれか一項記載のシステム。
【請求項３２】
　前記送達システムの前記第2の端部が、人工呼吸器に接続されている、請求項20～31の
いずれか一項記載のシステム。
【請求項３３】
　少なくとも約1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った圧力容器を備える、請求項20～3
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2のいずれか一項記載のシステム。
【請求項３４】
　一酸化窒素を送達する方法であって、
　一酸化窒素を含むガス流を圧力容器から送達システムに放出するステップであって、該
送達システムの第1の端部が該圧力容器に接続され、該送達システムが、該ガス流を該送
達システムの第2の端部に連通させるように構成されている、該ステップと、
　空気を空気源から該送達システムに供給するステップと、
　混合後に該ガス流が少なくとも0.01％の二酸化窒素を含むように、該ガス流を、該送達
システムにおいて該空気と混合するステップと、
　該ガス流中の該二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップと、
　該ガス流を該送達システムの該第2の端部から排出するステップと、を含む、前記方法
。
【請求項３５】
　前記ガス流中の二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップが、該ガス流を還元剤に接
触させるステップであって、該還元剤を該ガス流中の二酸化窒素と反応させて、該二酸化
窒素を一酸化窒素に変換するステップを含む、請求項34記載の方法。
【請求項３６】
　前記還元剤が、表面活性物質に含められている、請求項35記載の方法。
【請求項３７】
　前記還元剤が、表面活性物質上を被覆している、請求項36記載の方法。
【請求項３８】
　前記表面活性物質が、二酸化窒素を含む前記ガス流を入口を介して受け取り、該二酸化
窒素を含むガス流を、該表面活性物質を介して出口に連通させるように構成されたカート
リッジ内に存在する、請求項36又は37項記載の方法。
【請求項３９】
　前記送達システムが、電子機器を備えていない、請求項34～38のいずれか一項記載の方
法。
【請求項４０】
　前記送達システムが、加熱装置を備えていない、請求項34～39のいずれか一項記載の方
法。
【請求項４１】
　圧力容器から放出される前記ガス流の量を調節するステップを含む、請求項34～40のい
ずれか一項記載の方法。
【請求項４２】
　前記放出されるガス流の量が、前記圧力容器に接続されたガス流量調節器によって調節
される、請求項41記載の方法。
【請求項４３】
　前記放出されるガス流の量が、前記圧力容器に接続された制限器によって調節される、
請求項41又は42記載の方法。
【請求項４４】
　前記制限器がオリフィスを含む、請求項43記載の方法。
【請求項４５】
　前記制限器が毛細管を含む、請求項43又は44記載の方法。
【請求項４６】
　前記一酸化窒素が、哺乳動物による吸入に適している、請求項34～45のいずれか一項記
載の方法。
【請求項４７】
　患者インターフェイスが、前記送達システムの前記第2の端部に接続されている、請求
項34～46のいずれか一項記載の方法。
【請求項４８】
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　人工呼吸器が、前記送達システムの前記第2の端部に接続されている、請求項34～47の
いずれか一項記載の方法。
【請求項４９】
　一酸化窒素を患者に送達するステップを含む、請求項34～48のいずれか一項記載の方法
。
【請求項５０】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約1 ppmの濃度である、請求項49記載
の方法。
【請求項５１】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約5 ppmの濃度である、請求項49又は5
0記載の方法。
【請求項５２】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約10 ppmの濃度である、請求項49～51
のいずれか一項記載の方法。
【請求項５３】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約15 ppmの濃度である、請求項49～52
のいずれか一項記載の方法。
【請求項５４】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約20 ppmの濃度である、請求項49～53
のいずれか一項記載の方法。
【請求項５５】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約1％の一酸化窒素を含む、請
求項34～54のいずれか一項記載の方法。
【請求項５６】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約5％の一酸化窒素を含む、請
求項34～55のいずれか一項記載の方法。
【請求項５７】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約25％の一酸化窒素を含む、請
求項34～56のいずれか一項記載の方法。
【請求項５８】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約50％の一酸化窒素を含む、請
求項34～57のいずれか一項記載の方法。
【請求項５９】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約75％の一酸化窒素を含む、請
求項34～58のいずれか一項記載の方法。
【請求項６０】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約90％の一酸化窒素を含む、請
求項34～59のいずれか一項記載の方法。
【請求項６１】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒
素を含む、請求項34～60のいずれか一項記載の方法。
【請求項６２】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、1種類以上の不活性ガスを含む、請求項34
～61のいずれか一項記載の方法。
【請求項６３】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が窒素を含む、請求項34～62のいずれか一項記
載の方法。
【請求項６４】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、本質的に一酸化窒素からなる、請求項34～
63のいずれか一項記載の方法。
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【請求項６５】
　前記圧力容器が、最大で約10 mLの量を保持する、請求項34～64のいずれか一項記載の
方法。
【請求項６６】
　前記圧力容器が、最大で約5 mLの量を保持する、請求項34～65のいずれか一項記載の方
法。
【請求項６７】
　前記圧力容器が、最大で約3 mLの量を保持する、請求項34～66のいずれか一項記載の方
法。
【請求項６８】
　一酸化窒素を保存する方法であって、
　一酸化窒素を含む加圧ガスを圧力容器に充填するステップであって、該加圧ガスが、哺
乳動物による吸入に適し、該圧力容器が、5 L未満の量を保持し、該加圧ガスが、少なく
とも約10.34 MPa（1500 psi）の圧力で保存され、該加圧ガスが、標準的な温度及び圧力
で、最大で約800 Lの量を有する、該ステップを含む、前記方法。
【請求項６９】
　医薬製品を製造する方法であって、
　一酸化窒素を含む加圧ガスを圧力容器に充填するステップであって、該加圧ガスが、哺
乳動物による吸入に適し、該圧力容器が、5 L未満の量を保持し、該加圧ガスが、少なく
とも約10.34 MPa（1500 psi）の圧力で保存され、該加圧ガスが、標準的な温度及び圧力
で、最大で約800 Lの量を有する、該ステップを含む、前記方法。
【請求項７０】
　送達システムであって、
　少なくとも1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った加圧容器に接続するように構成さ
れた第1の端部と、
　第2の端部であって、該送達システムが、一酸化窒素を含むガス流を該送達システムの
該第2の端部に連通させるように構成されている、該第2の端部と、
　不活性ガス源に接続されるように構成されている、該送達システムの該第1の端部と該
送達システムの該第2の端部との間の接続器であって、該不活性ガス源が、不活性ガスが
該ガス流中の一酸化窒素濃度を希釈するよう、該送達システムに該不活性ガスを供給する
ように構成されている、該接続器と、を備える、前記送達システム。
【請求項７１】
　不活性ガス源を備える、請求項70記載のシステム。
【請求項７２】
　前記不活性ガス源が窒素源であり、前記不活性ガスが窒素である、請求項70又は71記載
のシステム。
【請求項７３】
　電子機器を備えていない、請求項70～72のいずれか一項記載のシステム。
【請求項７４】
　加熱装置を備えていない、請求項70～73のいずれか一項記載のシステム。
【請求項７５】
　保存装置に接続されたガス流量調節器を備える、請求項70～74のいずれか一項記載のシ
ステム。
【請求項７６】
　制限器を備える、請求項70～75のいずれか一項記載のシステム。
【請求項７７】
　前記制限器がオリフィスを含む、請求項76記載のシステム。
【請求項７８】
　前記制限器が毛細管を含む、請求項76又は77記載のシステム。
【請求項７９】
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　前記送達システムの前記第2の端部が、患者インターフェイスに接続されている、請求
項70～78のいずれか一項記載のシステム。
【請求項８０】
　前記送達システムの前記第2の端部が、人工呼吸器に接続されている、請求項70～79の
いずれか一項記載のシステム。
【請求項８１】
　少なくとも約1％の一酸化窒素を含む加圧ガスが入った加圧容器を備える、請求項70～8
0のいずれか一項記載のシステム。
【請求項８２】
　一酸化窒素を送達する方法であって、
　少なくとも1％の一酸化窒素を含むガス流を加圧容器から送達システムに放出するステ
ップであって、該送達システムの第1の端部が、該圧力容器に接続され、該送達システム
が、該ガス流を該送達システムの第2の端部に連通させるように構成されている、該ステ
ップと、
　不活性ガスを不活性ガス源から該送達システムに供給するステップと、
　該ガス流を、該送達システムにおいて該不活性ガスで希釈するステップと、
　該ガス流を該送達システムの該第2の端部から排出するステップと、を含む、前記方法
。
【請求項８３】
　前記不活性ガスが窒素である、請求項82記載の方法。
【請求項８４】
　前記送達システムが電子機器を備えていない、請求項82又は83記載の方法。
【請求項８５】
　前記送達システムが加熱装置を備えていない、請求項82～84のいずれか一項記載の方法
。
【請求項８６】
　圧力容器から放出される前記ガス流の量を調節するステップを含む、請求項82～85のい
ずれか一項記載の方法。
【請求項８７】
　前記放出されるガス流の量が、前記圧力容器に接続されたガス流量調節器によって調節
される、請求項86記載の方法。
【請求項８８】
　前記放出されるガス流の量が、前記圧力容器に接続された制限器によって調節される、
請求項86又は87記載の方法。
【請求項８９】
　前記制限器がオリフィスを含む、請求項88記載の方法。
【請求項９０】
　前記制限器が毛細管を含む、請求項88又は89記載の方法。
【請求項９１】
　前記一酸化窒素が、哺乳動物による吸入に適している、請求項82～90のいずれか一項記
載の方法。
【請求項９２】
　患者インターフェイスが、前記送達システムの前記第2の端部に接続されている、請求
項82～91のいずれか一項記載の方法。
【請求項９３】
　人工呼吸器が、前記送達システムの前記第2の端部に接続されている、請求項82～92の
いずれか一項記載の方法。
【請求項９４】
　一酸化窒素を患者に送達するステップを含む、請求項82～93のいずれか一項記載の方法
。
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【請求項９５】
　前記患者に送達される前記一酸化窒素が、少なくとも約1 ppmの濃度である、請求項94
記載の方法。
【請求項９６】
　前記患者に送達される前記一酸化窒素が、少なくとも約5 ppmの濃度である、請求項94
又は95記載の方法。
【請求項９７】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約10 ppmの濃度である、請求項94～96
のいずれか一項記載の方法。
【請求項９８】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約15 ppmの濃度である、請求項94～97
のいずれか一項記載の方法。
【請求項９９】
　前記患者に送達される一酸化窒素が、少なくとも約20 ppmの濃度である、請求項94～98
のいずれか一項記載の方法。
【請求項１００】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約1％の一酸化窒素を含む、請
求項82～99のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０１】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約5％の一酸化窒素を含む、請
求項82～100のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０２】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約25％の一酸化窒素を含む、請
求項82～101のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０３】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約50％の一酸化窒素を含む、請
求項82～102のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０４】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約75％の一酸化窒素を含む、請
求項82～103のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０５】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約90％の一酸化窒素を含む、請
求項82～104のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０６】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒
素を含む、請求項82～105のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０７】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、1種類以上の不活性ガスを含む、請求項82
～106のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０８】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が窒素を含む、請求項82～107のいずれか一項
記載の方法。
【請求項１０９】
　前記圧力容器から放出される前記ガス流が、本質的に一酸化窒素からなる、請求項82～
108のいずれか一項記載の方法。
【請求項１１０】
　前記圧力容器が、最大で約10 mLの量を保持する、請求項82～109のいずれか一項記載の
方法。
【請求項１１１】
　前記圧力容器が、最大で約5 mLの量を保持する、請求項82～110のいずれか一項記載の
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方法。
【請求項１１２】
　前記圧力容器が、最大で約3 mLの量を保持する、請求項82～111のいずれか一項記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（優先権の主張）
　本願は、2011年6月10日出願の先行の米国仮特許出願第61/495,950号の利益を請求する
ものである。
【０００２】
（技術分野）
　本発明は、少なくとも1％の一酸化窒素を含むガスの保存及び送達のためのシステム及
び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
（背景）
　ニトロシルラジカルとしても知られる一酸化窒素（NO）は、フリーラジカルであり、重
要なシグナル伝達分子である。例えば、NOは、血管の平滑筋を弛緩させ、これにより血管
の拡張をもたらし、血流を増大させることができる。NOは、僅か数秒の寿命で極めて反応
性が高く、体内で急速に代謝され得るため、これらの効果は、小さい生物学的領域に限定
され得る。
【０００４】
　一部の障害又は生理学的状態は、一酸化窒素の吸入によって調節することができる。低
濃度の吸入用一酸化窒素の使用は、限定されるものではないが、急性肺血管収縮、外傷、
吸引又は吸入傷害、肺内の脂肪塞栓、アシドーシス、肺炎、成人呼吸逼迫症候群、急性肺
水腫、急性高山病、心臓手術後の急性肺高血圧、新生児の持続性肺高血圧、周産期吸引症
候群、硝子膜病、急性肺血栓塞栓症、ヘパリン-プロタミン反応、敗血症、喘息及び喘息
発作重積状態、又は低酸素症を含み得る障害の進行を予防する、後退させる、又は制限す
ることができる。また、一酸化窒素を使用して、慢性肺高血圧、気管支肺異形成、慢性肺
血栓塞栓症、及び突発性又は原発性肺高血圧、或いは慢性低酸素症を治療することもでき
る。
【０００５】
　一般に、一酸化窒素は、吸入又は他の方法で各自の肺に送達することができる。治療量
のNOを提供することにより、NOの吸入によって調節できる障害又は生理学的状態の患者を
治療することができる、或いはこのような障害又は生理学的状態の従来の治療を補う、又
はその必要性を最小限にすることができる。典型的には、NOガスは、窒素ガス（N2）で希
釈され、ボンベに入れられた気体の形態で供給することができる。NOは、O2の存在下で酸
化されて二酸化窒素（NO2）となり得るため、NOガスのリザーバ内にどんな微量の酸素（O

2）も存在しないように、多大な注意を払わなくてはならない。NOとは異なり、ppmレベル
のNO2ガスは、吸入されると毒性が高く、肺に硝酸及び亜硝酸が生成することがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、圧力容器は、加圧ガスを含み得る。
【０００７】
　一部の実施態様では、圧力容器は、標準的な大気圧、例えば、約0.10 MPa（約14.7 psi
）とは実質的に異なる圧力で気体又は液体を保持するように設計された任意の容器とする
ことができる。例えば、圧力容器は、少なくとも0.14 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 M
Pa（100 psi）、少なくとも3.45 MPa（500 psi）、少なくとも4.83 MPa（700 psi）、少
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なくとも6.90 MPa（1000 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）、少なくとも13.79 M
Pa（2000 psi）、少なくとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少なくとも20.70 MPa（3000 p
si）の圧力で気体又は液体を保持するように設計することができる。一部の実施態様では
、圧力は、室温、例えば、20℃で決定することができる。
【０００８】
　一部の実施態様では、圧力容器は、最大で約20 L、最大で約10 L、最大で約5 L、最大
で約1 L、最大で約500 mL、最大で約250 mL、最大で約100 mL、最大で約50 mL、最大で約
25 mL、最大で約10 mL、最大で約5 mL、最大で約3 mL、最大で約2 mL、又は最大で約1 mL
の量を保持することができる。一部の実施態様では、圧力容器は、少なくとも約20 L、少
なくとも約10 L、少なくとも約5 L、少なくとも約1 L、少なくとも約500 mL、少なくとも
約250 mL、少なくとも約100 mL、少なくとも約50 mL、少なくとも約25 mL、少なくとも約
10 mL、少なくとも約5 mL、少なくとも約3 mL、少なくとも約2 mL、又は少なくとも約1 m
Lの量を保持することができる。
【０００９】
　一部の実施態様では、加圧ガスは、少なくとも0.14 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 M
Pa（100 psi）、少なくとも3.45 MPa（500 psi）、少なくとも4.83 MPa（700 psi）、少
なくとも6.90 MPa（1000 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）、少なくとも13.79 M
Pa（2000 psi）、少なくとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少なくとも20.70 MPa（3000 p
si）の圧力でガスを維持できるガスとすることができる。一部の実施態様では、圧力は、
室温、例えば、20℃で決定することができる。
【００１０】
　一部の実施態様では、加圧ガスは、少なくとも0.14 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 M
Pa（100 psi）、少なくとも3.45 MPa（500 psi）、少なくとも4.83 MPa（700 psi）、少
なくとも6.90 MPa（1000 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）、少なくとも13.79 M
Pa（2000 psi）、少なくとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少なくとも20.70 MPa（3000 p
si）の圧力で圧力容器に入れることができる。一部の実施態様では、圧力は、室温、例え
ば、20℃で決定することができる。
【００１１】
　一部の実施態様では、加圧ガスは、少なくとも5％の一酸化窒素、少なくとも約25％の
一酸化窒素、少なくとも約50％の一酸化窒素、少なくとも約75％の一酸化窒素、少なくと
も約90％の一酸化窒素を含み得る。一部の実施態様では、加圧ガスは、少なくとも約4％
～最大約100％の一酸化窒素を含み得る。
【００１２】
　一部の実施態様では、加圧ガスは、1種類以上の不活性ガスを含み得る。例えば、加圧
ガスは、窒素（N2）を含み得る。一部の実施態様では、加圧ガスは、本質的に一酸化窒素
からなり得る。
【００１３】
　一部の実施態様では、加圧ガスは、標準的な温度及び圧力、例えば、20℃及び約0.10 M
Pa（約14.7 psi）で、最大で約2000 L、最大で約1500 L、最大で約1000 L、最大で約800 
L、最大で約500 L、最大で約250 L、最大で約100 L、最大で約50 L、最大で約25 L、最大
で約20 L、最大で約10 L、最大で約5 L、最大で約2 L、最大で約1 L、最大で約500 mL、
最大で約250 mL、又は最大で約100 mLの量を有し得る。一部の実施態様では、加圧ガスは
、標準的な温度及び圧力、例えば、20℃及び約0.10 MPa（約14.7 psi）で、少なくとも約
100 L、少なくとも約50 L、少なくとも約25 L、少なくとも約20 L、少なくとも約10 L、
少なくとも約5 L、少なくとも約2 L、少なくとも約1 L、少なくとも約500 mL、少なくと
も約250 mL、又は少なくとも約100 mLの量を有し得る。
【００１４】
　一態様では、医薬製品は、加圧ガスが入った圧力容器を含み得る。一部の実施態様では
、医薬製品は、薬剤又は薬物として使用することができる。一部の実施態様では、医薬製
品は、動物の治療法に使用できる製品とすることができる。好ましくは、動物は、哺乳動
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物、最も好ましくはヒトである。一部の実施態様では、加圧ガスは、動物による吸入に適
し得る。
【００１５】
　別の態様では、医薬製品を製造する方法は、圧力容器に加圧ガスを充填するステップを
含み得る。
【００１６】
　別の態様では、一酸化窒素を保存する方法は、圧力容器に加圧ガスを充填するステップ
を含み得る。
【００１７】
　別の態様では、システムは、送達システムとすることができる。
【００１８】
　一部の実施態様では、送達システムは、少なくとも1本の管、及び送達システムの要素
を連結するために必要なハードウエアを備えることができる。1本の管を使用して、送達
システムの要素を連結又は接続することができる。
【００１９】
　一部の実施態様では、送達システムは、第1の端部を備えることができる。一部の実施
態様では、第1の端部は、圧力容器に接続されるように構成することができる。第1の端部
は、圧力容器に直接的又は間接的に接続することができる。
【００２０】
　一部の実施態様では、送達システムは、第2の端部を備えることができる。一部の実施
態様では、送達システムは、ガス流を送達システムの第2の端部に連通させるように構成
することができる。ガス流は、一酸化窒素を含み得る。一部の実施態様では、送達システ
ムの第2の端部を、患者インターフェイスに接続することができる。患者インターフェイ
スは、マウスピース、鼻カニューレ、フェイスマスク、又は完全密閉型フェイスマスクを
含み得る。一部の実施態様では、送達システムの第2の端部を、人工呼吸器に接続するこ
とができる。
【００２１】
　一部の実施態様では、送達システムは、接続器を備えることができる。接続器は、空気
源に接続して空気を送達システムに供給するように構成することができる。空気源からの
空気を、送達システムにおいてガス流中のガスと混合することができる。これにより、少
なくとも0.01％の二酸化窒素、少なくとも0.05％の二酸化窒素、又は少なくとも0.10％の
二酸化窒素を含むガス流となり得る。
【００２２】
　一部の実施態様では、送達システムは、空気源を備えることができる。一部の実施態様
では、空気源は、空気を送達システムに供給するように構成することができる。空気源は
、空気ポンプ又は病院の給気を含み得る。空気源は、一定量の空気へのアクセスを可能に
する開口を送達システムに備えることができる。空気源からの空気を、送達システムにお
いてガス流中のガスと混合することができる。ガス流は、少なくとも1％の一酸化窒素、
少なくとも5％の一酸化窒素、少なくとも約25％の一酸化窒素、少なくとも約50％の一酸
化窒素、少なくとも約75％の一酸化窒素、少なくとも約90％の一酸化窒素を含み得る。一
部の実施態様では、ガス流は、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒素を含み得る。
【００２３】
　一部の実施態様では、送達システムは、該送達システムの第1の端部と該送達システム
の第2の端部との間に接続器を備えることができる。接続器は、不活性ガス源に接続する
ように構成することができる。
【００２４】
　一部の実施態様では、送達システムは、不活性ガス源を備えることができる。一部の実
施態様では、不活性ガス源は、送達システムの第1の端部と該送達システムの第2の端部と
の間に配置することができる。
【００２５】
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　不活性ガス源は、不活性ガスを送達システムに供給するように構成することができる。
不活性ガス源からの不活性ガスを、送達システムにおいてガス流中のガスと混合させるこ
とができ、これにより、ガス流中の一酸化窒素濃度を希釈することができる。ガス流は、
少なくとも1％の一酸化窒素、少なくとも5％の一酸化窒素、少なくとも約25％の一酸化窒
素、少なくとも約50％の一酸化窒素、少なくとも約75％の一酸化窒素、少なくとも約90％
の一酸化窒素を含み得る。一部の実施態様では、ガス流は、少なくとも約4％～最大約100
％の一酸化窒素を含み得る。一部の実施態様では、不活性ガス源は窒素源であり、不活性
ガスは窒素である。
【００２６】
　一部の実施態様では、送達システムは、還元剤を備えることができる。一部の実施態様
では、還元剤は、ヒドロキノン、グルタチオン、及び/又は1つ以上の還元金属塩、例えば
、Fe(II)、Mo(VI)、NaI、Ti(III)、もしくはCr(III)、チオール、又はNO2

-を含み得る。
還元剤は、抗酸化物質とすることができる。抗酸化物質は、抗酸化物質の水溶液とするこ
とができる。抗酸化物質は、アスコルビン酸、αトコフェロール、及び/又はγトコフェ
ロールを含み得る。任意の適切な抗酸化物質は、当業者によって決定される活性及び特性
に基づいて使用することができる。抗酸化物質は、乾燥又は湿潤状態で使用することがで
きる。還元剤の組み合わせも使用することができる。
【００２７】
　一部の実施態様では、還元剤は、送達システムにおいて接続器と第2の端部との間に配
置することができる。一部の実施態様では、還元剤は、送達システムにおいて空気源と第
2の端部との間に配置することができる。還元剤は、ガス流中の二酸化窒素と反応して、
二酸化窒素を一酸化窒素に変換することができる。
【００２８】
　一部の実施態様では、還元剤は、表面活性物質に含めることができる。一部の実施態様
では、還元剤は、表面活性物質上に被覆することができる。一部の実施態様では、表面活
性物質は、二酸化窒素を含むガス流を入口から受け取り、該二酸化窒素を含むガス流を、
表面活性物質を介して出口に連通させるように構成されたカートリッジ内に入れることが
できる。
【００２９】
　一部の実施態様では、送達システムは、電子機器を備えないようにすることができる。
電子機器は、動作に電気を必要とする任意の装置又はその一部とすることができる。
【００３０】
　一部の実施態様では、送達システムは、加熱装置を備えないようにすることができる。
加熱装置は、加熱素子、温水槽、加熱マントル、加熱ワイヤ、又は加熱ウェルを含み得る
。加熱素子は、表面にワイヤがエッチングされた単純なフレキシブル回路基板を含み得る
。
【００３１】
　一部の実施態様では、送達システムは、圧力容器に接続されたガス流量調節器を備える
ことができる。ガス流量調節器は、ガスの圧力を変更することができる任意の装置とする
ことができる。例えば、ガスは、高圧でガス流量調節器に進入して、低圧でガス流量調節
器から出る。ガス流量調節器は、ガスが該ガス流量調節器を通過する流量を変更すること
ができる任意の装置とすることができ、好ましくは、ガス流量調節器は、流量を0に変更
する（すなわち、ガス流を停止させる）ことができる。ガス流量調節器は、直接的又は間
接的に圧力容器に接続することができる。
【００３２】
　一部の実施態様では、送達システムは、制限器を備えることができる。一部の実施態様
では、制限器は、第1の端部及び第2の端部を備えることができる。一部の実施態様では、
制限器は、該制限器の第1の端部と該制限器の第2の端部との間の距離に一致する長さを有
することができる。一部の実施態様では、制限器は、ガス流量調節器とすることができ（
すなわち、放出されるガス流の量を制限器によって調節することができる）、ガス流量調
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節器は、制限器を含み得る。制限器は、直接的又は間接的に圧力容器に接続することがで
きる。
【００３３】
　一部の実施態様では、制限器は、オリフィス、弁、又は管を含み得る。管は、内径を有
することができる。一部の実施態様では、管は、毛細管、より詳細には石英毛細管とする
ことができる。一部の実施態様では、制限器の長さは、少なくとも約2.54 cm（約0.1イン
チ）、少なくとも約0.64 cm（約0.25インチ）、又は少なくとも約1.27 cm（約0.5インチ
）の長さとすることができ；この長さは、最大で約6.45 cm（約4インチ）、最大で約5.08
 cm（約2インチ）、最大で約2.54 cm（約1インチ）、又は最大で約1.27 cm（約0.5インチ
）とすることができる。一部の実施態様では、制限器の内径は、少なくとも約0.001、少
なくとも約0.005μm、又は少なくとも約0.010とすることができ；この内径は、最大で約0
.100μm、最大で約0.050μm、最大で約0.025μm、又は最大で約0.010μmとすることがで
きる。
【００３４】
　一部の実施態様では、送達システムは、圧力容器を備えることができる。
【００３５】
　別の態様では、方法は、一酸化窒素を送達する方法とすることができる。（X2）
【００３６】
　一部の実施態様では、一酸化窒素を送達する方法は、一酸化窒素を含むガス流を圧力容
器から送達システム、例えば、送達システムの第1の端部に放出するステップを含み得る
。
【００３７】
　一部の実施態様では、一旦放出されるとガス流となり得る加圧ガスは、少なくとも0.14
 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 MPa（100 psi）、少なくとも3.45 MPa（500 psi）、少
なくとも4.83 MPa（700 psi）、少なくとも6.90 MPa（1000 psi）、少なくとも10.34 MPa
（1500 psi）、少なくとも13.79 MPa（2000 psi）、少なくとも17.24 MPa（2500 psi）、
又は少なくとも20.70 MPa（3000 psi）の圧力で圧力容器に入れることができる。一部の
実施態様では、圧力は、室温、例えば、20℃で決定することができる。
【００３８】
　一部の実施態様では、一旦放出されるとガス流となり得る加圧ガスは、標準的な温度及
び圧力、例えば、20℃及び約0.10 MPa（約14.7 psi）で、最大で約2000 L、最大で約1500
 L、最大で約1000 L、最大で約800 L、最大で約500 L、最大で約250 L、最大で約100 L、
最大で約50 L、最大で約25 L、最大で約20 L、最大で約10 L、最大で約5 L、最大で約2 L
、最大で約1 L、最大で約500 mL、最大で約250 mL、又は最大で約100 mLの量を有し得る
。一部の実施態様では、加圧ガスは、標準的な温度及び圧力、例えば、20℃及び約0.10 M
Pa（約14.7 psi）で、少なくとも約100 L、少なくとも約50 L、少なくとも約25 L、少な
くとも約20 L、少なくとも約10 L、少なくとも約5 L、少なくとも約2 L、少なくとも約1 
L、少なくとも約500 mL、少なくとも約250 mL、又は少なくとも約100 mLの量を有し得る
。
【００３９】
　一部の実施態様では、加圧容器から放出されるガス流は、少なくとも5％の一酸化窒素
、少なくとも約25％の一酸化窒素、少なくとも約50％の一酸化窒素、少なくとも約75％の
一酸化窒素、少なくとも約90％の一酸化窒素を含み得る。一部の実施態様では、ガス流は
、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒素を含み得る。
【００４０】
　一部の実施態様では、加圧容器から放出されるガス流は、1種類以上の不活性ガスを含
み得る。例えば、加圧ガスは、窒素（N2）を含み得る。
【００４１】
　一部の実施態様では、加圧容器から放出されるガス流は、本質的に一酸化窒素からなり
得る。
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【００４２】
　一部の実施態様では、方法は、圧力容器から放出されるガス流の量を調節するステップ
を含み得る。一部の実施態様では、放出されるガス流の量は、ガス流量調節器によって調
節することができる。
【００４３】
　一部の実施態様では、方法は、空気を空気源から送達システムに供給するステップを含
み得る。空気源は、空気ポンプを含み得る。空気源は、一定量の空気へのアクセスを可能
にする開口を送達システムに備えることができる。
【００４４】
　一部の実施態様では、方法は、混合後に、ガス流が、少なくとも0.01％、少なくとも0.
1％、少なくとも1％、少なくとも5％、少なくとも10％、少なくとも25％、少なくとも50
％、少なくとも75％、少なくとも90％、又は約100％の二酸化窒素を含み得るように、該
ガス流を、送達システムにおいて空気と混合するステップを含み得る。
【００４５】
　一部の実施態様では、方法は、不活性ガスを不活性ガス源から送達システムに供給する
ステップを含み得る。一部の実施態様では、不活性ガスは窒素であり、不活性ガス源は窒
素源である。窒素源は、ガスボンベ又は液体窒素を含み得る。
【００４６】
　一部の実施態様では、方法は、ガス流を送達システムにおいて不活性ガスで希釈するス
テップを含み得る。
【００４７】
　一部の実施態様では、方法は、ガス流中の二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップ
を含み得る。
【００４８】
　一部の実施態様では、ガス流中の二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップは、ガス
流を還元剤に接触させるステップを含み得る。還元剤は、ガス流中の二酸化窒素と反応し
て、該二酸化窒素を一酸化窒素に変換することができる。
【００４９】
　一部の実施態様では、方法は、送達システムの第2の端部からガス流を排出するステッ
プを含み得る。
【００５０】
　一部の実施態様では、方法は、一酸化窒素を患者に送達ステップを含み得る。一部の実
施態様では、患者に送達される一酸化窒素は、少なくとも約1 ppm、少なくとも約5 ppm、
少なくとも約10 ppm、少なくとも約15 ppm、又は少なくとも約20 ppmの濃度である。
【００５１】
　他の特徴、目的、及び利点は、以下の説明から明らかになるであろう。
【００５２】
　他の特徴、目的、及び利点は、以下の説明、図面、及び請求の範囲から明らかになるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図1は、従来の一酸化窒素送達プラットフォームを示す図である。
【図２】図2は、一酸化窒素送達プラットフォームを示す図である。
【図３】図3は、一酸化窒素を送達するシステムを示す図である。
【図４】図4は、カートリッジを示す図である。
【図５】図5は、カートリッジを示す図である。
【図６】図6は、カートリッジのキャップを示す図である。
【図７】図7は、一酸化窒素を送達するシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
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（詳細な説明）
　治療的使用のために一酸化窒素（NO）を哺乳動物へ送達する場合は、哺乳動物への二酸
化窒素（NO2）の送達を回避することが重要となり得る。二酸化窒素（NO2）は、酸素（O2
）による一酸化窒素（NO）の酸化によって生じ得る。二酸化窒素（NO2）の生成率は、酸
素（O2）濃度に一酸化窒素（NO）濃度の二乗を乗じた値に比例し得る。加えて、一酸化窒
素は、高濃度で二酸化窒素を生成し得る。
【００５５】
　一酸化窒素を送達するためのプラットフォームが現存する。例えば、使用されている標
準的なプラットフォームは、窒素（N2）中に800 ppmのNOを含むガスボンベ100を備えるこ
とができる（図1）。一酸化窒素/窒素ガスを、ガスボンベ100から放出することができ、
該ガスの圧力及び流量を、ガス流量調節器105及び/又は弁110を用いて調節することがで
きる。ガスボンベプラットフォームを使用すると、NO出力115が、ガスボンベ100内の二酸
化窒素濃度によって決まり、使用者は変更することはできない。例えば、ガスボンベが、
空気又は酸素中80 ppmのNO2を含んでいる場合、出力は、空気中又は酸素中80 ppmのNO2と
なるはずである。ガスは、典型的には、13.79 MPa（2000 psi）以上の圧力で供給するこ
とができる。典型的には、ガスボンベは、少なくとも99.9％のN2を含む。ガスボンベプラ
ットフォームは、十分に機能し得るが、重いアルミニウム又はステンレス製ガス圧力シリ
ンダ、ガス流量調節器、及び流量制御装置を備え得るため、大きくて重く、扱いにくいで
あろう。
【００５６】
　市販のプラットフォームの例は、Ikaria社によって製造されたものであり、その内の2
つは、INOvent及びINOmax DSである。これらの両方のシステムは、窒素（N2）で希釈され
たNOが入ったガスボンベを使用し、該NOを酸素富化空気と混合して吸入用NOガスを供給す
る。これらの両方のシステムは、病院の集中治療室の人工呼吸器と協働するように設計さ
れている。これらのプラットフォームは、携帯用又は家庭用には適していない。
【００５７】
　別の例として、プラットフォームは、図2に示されているように、スタンドアロン型ガ
スボンベプラットフォームとすることができる。ガスボンベプラットフォーム200は、ガ
スボンベ205、ガス流量調節器210、及びGeNOカートリッジ215を備えることができる。ガ
スシリンダからの出力を、GeNOカートリッジに送達することができ、そこで、NO2中の酸
素原子の1つが、還元剤、例えば、アスコルビン酸によって除去され、超高純度NOが生成
する。GeNOカートリッジは、以下に詳細に説明され、そして引用により全容が本明細書中
に組み込まれている米国特許出願第12/500, 929号、同第12/541,144号、同第12/619,959
号、及び同第12/951,811号、並びに米国特許第7,560,076号にも記載されている。このプ
ラットフォームは、ヒト患者による2件の臨床試験での使用についてFDAによって既に認可
されている。
【００５８】
　NOを送達するための別の変更形態は、空気又は酸素中最大2,000 ppmのNO2ガス濃度で開
始し、80 ppmのNO2まで希釈することができる。この手順は、安定した混合比を得るため
に正確な質量流量制御装置及び計器を必要とし得るため、更に複雑になるであろう。
【００５９】
　上述のように、ガスボンベプラットフォームの不都合な点は、該プラットフォームが大
きく、重くなり得ることであろう。該プラットフォームはまた、携帯型プラットフォーム
としての長期治療での使用に不便であろう。ガスボンベはまた、集中治療室、病院、又は
家庭などの限られた空間で使用される場合に扱いにくいであろう。加えて、ガスボンベは
、転倒して肉体的な傷害を引き起こすのを防止するために縛り付ける必要がある。また、
転倒により流量調節器が損傷して、開口からのガスの突然の噴出により、重いボンベがミ
サイルと化して、壁を何度も突き抜けて傷害又は死に至らしめることもる。
【００６０】
　従って、携帯用として又は家庭の環境で使用される小型で持ち運び可能な一酸化窒素源
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を備え得る一酸化窒素送達プラットフォームが必要とされている。
【００６１】
　1つの解決策として、システムは、NO2源を提供するために透過管又は透過セルを備える
ことができる。例えば、NO2源は、液体四酸化二窒素（N2O4）とすることができる。この
手法は、十分に機能することが示されている。この手法は、引用により全容が本明細書中
に組み込まれている米国特許出願第12/563,662号に記載されている。N2O4を蒸発させてNO

2を生成することができ、このプロセスは、可逆的であり得る。透過管を使用すると、空
気が、透過管の周りを流れることが可能であり、空気が、該透過管から拡散するNO2と混
合され得、安定したNO2空気混合物が供給される。NO2の濃度は、例えば、透過管の温度及
び空気流の量を含む多数の因子によって調節することができる。しかしながら、透過管の
保存が問題であろう。例えば、NO2が透過管ポリマーと接触する場合、保存は、NO2の凍結
を維持するために-11℃未満にするべきであり、こうすることより、NO2の損失を防止する
ことができる。1つの解決策は、単純な弁によって貯蔵管に接続することができる透過管
用の別個の保存チャンバを形成することである。この装置は、NO2の損失なしに室温で保
存することができ、リザーバを透過管に接続することによって容易に作動させることがで
きる。保存容器と透過管の組み合わせは、十分に機能するが、1つの大きな問題を有し得
る。NO2がリザーバに保存され、透過管に対して突然開けられる場合、透過管の安定化に
時間がかかり得る。安定には、数日の時間がかかり得る。初めにNO2で透過管を予め飽和
させることにより、安定にかかる時間を短くすることができるが、この方法は、数ヶ月又
は数年の長期の保存では十分に機能しない場合がある。
【００６２】
　別の解決策として、リザーバアセンブリを利用することができる。治療量の一酸化窒素
を送達するためのシステムは、リザーバアセンブリ、ガス供給源、及び送達管を備えるこ
とができる。該送達管は、少なくとも1つのGeNOカートリッジを備えることができる。こ
のアプローチは、引用により全容が本明細書中に組み込まれている米国特許出願第13/094
,535号に記載されている。
【００６３】
　これらの解決策は、液体二酸化窒素を使用する必要がある。液体二酸化窒素は、輸送の
法令を含む様々な政府の法令により、その使用がより困難となり得る。加えて、液体窒素
の蒸発では、加熱装置及び他の電子機器の使用を必要とし得る。従って、小さめのプラッ
トフォームが開発されているが、液体二酸化窒素の代わりに一酸化窒素を使用する小型プ
ラットフォームが依然として必要とされている。
【００６４】
　圧力容器を使用して、一酸化窒素を保存又は送達することができる。該容器は、加圧ガ
ス、例えば、一酸化窒素を含むガスを含み得る。圧力容器は、医薬製品（すなわち、薬剤
又は薬物）の一部であり得る。医薬製品は、動物の治療法に使用することができる製品で
あり得る。好ましくは、動物は、哺乳動物、最も好ましくはヒトである。
【００６５】
　圧力容器は、標準的な大気圧（例えば、約0.10 MPa（約14.7 psi））とは実質的に異な
る圧力で気体又は液体を保持するように設計された任意の容器とすることができる。特に
、圧力容器は、標準的な大気圧よりも実質的に高い圧力で気体又は液体を保持するように
設計された任意の容器とすることができる。例えば、圧力容器は、少なくとも0.14 MPa（
20 psi）、少なくとも0.69 MPa（100 psi）、少なくとも3.45 MPa（500 psi）、少なくと
も4.83 MPa（700 psi）、少なくとも6.90 MPa（1000 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500
 psi）、少なくとも13.79 MPa（2000 psi）、少なくとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少
なくとも20.70 MPa（3000 psi）の圧力で気体又は液体を保持するように設計することが
できる。圧力は、標準的な温度、例えば、20℃で決定することができる。
【００６６】
　圧力容器は、例えば、病院で使用する場合には比較的大きくすることができ、例えば、
携帯用として又は家庭用として使用する場合には比較的小さくすることができる。容器は
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、最大で約20 L、最大で約10 L、最大で約5 L、最大で約1 L、最大で約500 mL、最大で約
250 mL、最大で約100 mL、最大で約50 mL、最大で約25 mL、最大で約10 mL、最大で約5 m
L、最大で約3 mL、最大で約2 mL、又は最大で約1 mLの量を保持することができる。圧力
容器は、少なくとも約20 L、少なくとも約10 L、少なくとも約5 L、少なくとも約1 L、少
なくとも約500 mL、少なくとも約250 mL、少なくとも約100 mL、少なくとも約50 mL、少
なくとも約25 mL、少なくとも約10 mL、少なくとも約5 mL、少なくとも約3 mL、少なくと
も約2 mL、又は少なくとも約1 mLの量を保持することができる。
【００６７】
　加圧ガスは、少なくとも0.14 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 MPa（100 psi）、少な
くとも3.45 MPa（500 psi）、少なくとも4.83 MPa（700 psi）、少なくとも6.90 MPa（10
00 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）、少なくとも13.79 MPa（2000 psi）、少な
くとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少なくとも20.70 MPa（3000 psi）の圧力でガスを維
持することができるガスとすることができる。圧力は、室温、例えば、20℃で決定するこ
とができる。場合によっては、加圧ガスは、十分な圧力下では液体又は加圧液体になり得
る。
【００６８】
　加圧ガスは、少なくとも0.14 MPa（20 psi）、少なくとも0.69 MPa（100 psi）、少な
くとも3.45 MPa（500 psi）、少なくとも4.83 MPa（700 psi）、少なくとも6.90 MPa（10
00 psi）、少なくとも10.34 MPa（1500 psi）、少なくとも13.79 MPa（2000 psi）、少な
くとも17.24 MPa（2500 psi）、又は少なくとも20.70 MPa（3000 psi）の圧力で圧力容器
に入れることができる。圧力は、室温で決定され得る。室温は、15℃～30℃又は20℃～25
℃とすることができる。例えば、室温は、約20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、又は25℃と
することができる。
【００６９】
　加圧ガスは、一酸化窒素を含み得る。場合によっては、加圧ガスは、少なくとも1％の
一酸化窒素、少なくとも5％の一酸化窒素、少なくとも約25％の一酸化窒素、少なくとも
約50％の一酸化窒素、少なくとも約75％の一酸化窒素、少なくとも約90％の一酸化窒素を
含み得る。加圧ガスは、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒素を含み得る。加圧ガ
スは、本質的に一酸化窒素からなり得る。
【００７０】
　加圧ガスは、1種類以上の不活性ガスを含み得る。例えば、加圧ガスは、窒素（N2）を
含み得る。他の不活性ガスとして、限定されるものではないが、ヘリウム、ネオン、アル
ゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、及び六フッ化硫黄を挙げることができる。
【００７１】
　加圧ガスは、動物による吸入に適し得る。言い換えれば、加圧ガス、及び加圧ガスの放
出から得られる任意のガス流は、医薬品グレード、例えば、安全、高純度、及び動物に投
与するのに有効であるべきである。つまり、加圧ガス中又はガス流中に含まれる一酸化窒
素と不活性ガス（例えば、窒素）又は一酸化窒素と空気は医薬品グレードとすることがで
きる。
【００７２】
　ガスは、加圧するときに圧縮することができる。標準的な温度及び圧力のガスと加圧ガ
スとの比は、少なくとも3:1、少なくとも5:1、少なくとも10:1、少なくとも20:1、少なく
とも25:1、少なくとも50:1、少なくとも100:1、少なくとも125:1、又は少なくとも150:1
とすることができる。加圧ガスは、標準的な温度及び圧力、例えば、20℃及び約0.10 MPa
（約14.7 psi）で、最大で約2000 L、最大で約1500 L、最大で約1000 L、最大で約800 L
、最大で約500 L、最大で約250 L、最大で約100 L、最大で約50 L、最大で約25 L、最大
で約20 L、最大で約10 L、最大で約5 L、最大で約2 L、最大で約1 L、最大で約500 mL、
最大で約250 mL、又は最大で約100 mLの量を有し得る。加圧ガスは、標準的な温度及び圧
力、例えば、20℃及び約0.10 MPa（約14.7 psi）で、少なくとも約100 L、少なくとも約5
0 L、少なくとも約25 L、少なくとも約20 L、少なくとも約10 L、少なくとも約5 L、少な
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くとも約2 L、少なくとも約1 L、少なくとも約500 mL、少なくとも約250 mL、又は少なく
とも約100 mLの量を有し得る。
【００７３】
　容器（又は容器を含む医薬製品）をシステムと共に使用して、一酸化窒素を送達するこ
とができる。システムの限定目的ではない実施態様が、図3に示されている。容器300は、
送達システム302に接続することができる。送達システム302は、第1の端部340を備えるこ
とができ、該第1の端部340は、容器300（例えば、圧力容器）に接続することができる。
容器300は、一酸化窒素を含むガスを含み得る。容器300は、窒素中に0.08％の一酸化窒素
を含む現在使用されているガスボンベよりも高い割合で一酸化窒素を含むことができる。
容器300は、少なくとも1％～最大100％の一酸化窒素を含み得る。送達システム302は、管
、リザーバ、及び他の要素を備えることができ、これにより、容器から放出されるガスを
、送達システム302の第2の端部345に連通させることができる。送達システム302は、該送
達システム302の第1の端部340と該送達システム302の第2の端部345との間に空気源320を
備えても良いし、又は該空気源320に接続しても良い（接続器350）。空気源320は、送達
システム302に空気を供給することができる。空気源は、空気ポンプを備えても良いし、
又は一定量の空気へのアクセスを可能にする開口を送達システムに備えても良い。
【００７４】
　圧力容器300からの加圧ガス330を放出し、ガス流332を発生させることができる。一酸
化窒素を含むガス流332は、流量調節器305及び/又は制限器310を介して放出させることが
できる。ガス流は、送達システムの中を通って移動することができる。ガス流が空気源32
0を通過するときに、空気源からの空気が、ガス流のガスに混合し得る。空気とガスが混
合すると、ガス流中の一酸化窒素が、空気中の酸素と迅速に反応し得る。この反応により
、二酸化窒素が生成し得る。これにより、二酸化窒素を含むガス流335が発生し得る。ガ
ス流中の一定の割合、場合によっては高い割合の一酸化窒素が二酸化窒素に変換され得る
。例えば、実質的に全ての一酸化窒素が二酸化窒素に変換される可能性があるため、ガス
流は、約0％の一酸化窒素と約100％の二酸化窒素を含み得る。該二酸化窒素は、このシス
テムを使用して許容範囲し得る。
【００７５】
　空気とガス流が混合するときに、ガス流中の一酸化窒素を希釈することができる。例え
ば、ガス流が80％の一酸化窒素（すなわち、80,000,000 ppm）を含む場合、ガス流中の一
酸化窒素の最終濃度を、例えば、0.08％（800 ppm）に低下させることができる。この希
釈は、ガス流と空気の相対比及び/又はガス流と空気の相対量を制御することによって調
節することができる。二酸化窒素を含むガス流は、二酸化窒素生成後に流量調節器及び/
又は制限器を介して放出させることもできる。
【００７６】
　ガス流335は、空気源と第2の端部との間の還元剤325に接触し得る。還元剤は、ガス流
中の二酸化窒素と反応して、二酸化窒素を一酸化窒素に変換することができる。還元剤は
、以下に詳細に説明されるGeNOカートリッジ内の要素とすることができる。送達されるガ
ス流315は、二酸化窒素を完全に一酸化窒素に変換することができるため、一酸化窒素は
含むが、二酸化窒素は実質的に含み得ない。
【００７７】
　容器（又は容器を含む医薬製品）を、送達システムに使用することができる。送達シス
テムは、一酸化窒素の送達に使用することができる。送達システムは、少なくとも1本の
管及びハードウエア（すなわち、クランプ、コネクタ、弁、ベンドなど）を備えることが
できる。少なくとも1本の管を使用して、送達システムの要素を互いに連結又は接続する
ことができる。
【００７８】
　送達システムは、第1の端部及び第2の端部を備えることができる。第1の端部は、圧力
容器に直接的又は間接的に接続するように構成することができる。圧力容器は、上記のよ
うに、少なくとも1％の一酸化窒素を含み得る加圧ガスを含むことができる。
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【００７９】
　送達システムは、ガス流を送達システムの第2の端部に連通させるように構成すること
ができる。ガス流は、一酸化窒素を含み得る。送達システムの第2の端部を、患者インタ
ーフェイス、例えば、マウスピース、鼻カニューレ、フェイスマスク、又は完全密閉型フ
ェイスマスクに接続することができる。送達システムの第2の端部を人工呼吸器に接続す
ることができる。
【００８０】
　送達システムは、接続器を備えることができる。接続器は、空気源に接続して空気を送
達システムに供給するように構成することができる。
【００８１】
　送達システムは、空気源を備えることができ、該空気源は、空気を送達システムに供給
するように構成することができる。
【００８２】
　空気源は、空気ポンプ又は病院の給気を含み得る。空気源は、一定量の空気へのアクセ
スを可能にする開口を送達システムに備えることができる。空気源からの空気を、送達シ
ステムにおいてガス流中のガスと混合することができる。例えば、ガス流が、開口とする
ことができる空気源を通過するときに、送達システムの開口で陰圧が生じ得る。この陰圧
が、開口から送達システムに空気を引き込み、そこで、空気がガス流のガスと混合し得る
。あるいは、空気ポンプが、空気を送達システムに供給することができる。
【００８３】
　空気源からの空気を、送達システムにおいてガス流中のガスと混合することができる。
ガス流中の一酸化窒素が、空気中の酸素と反応して、二酸化窒素が迅速に生成する。この
反応は、予測できるものである。一定の割合の一酸化窒素が、二酸化窒素に変換され得る
。この割合は、少なくとも50％、少なくとも75％、少なくとも90％、又は約100％であり
得る。空気とガスの混合により、少なくとも0.01％、少なくとも0.1％、少なくとも1％、
少なくとも5％、少なくとも10％、少なくとも25％、少なくとも50％、少なくとも75％、
少なくとも90％、又は約100％の二酸化窒素を含むガス流となり得る。
【００８４】
　現在の一酸化窒素送達プラットフォームは、二酸化窒素の生成を回避するが、本送達シ
ステムでの二酸化窒素の生成は、予測され、かつ意図するものであり得る。なぜなら、還
元剤を用いて送達の前に二酸化窒素をガス流から除去できるためである。
【００８５】
　あるいは、接続器は、不活性ガス源に接続するように構成することができる。
【００８６】
　送達システムは、不活性ガス源を備えることができ、該不活性ガス源は、送達システム
の第1の端部と送達システムの第2の端部との間に配置することができる。
【００８７】
　不活性ガス源は、不活性ガスを送達システムに供給するように構成することができる。
不活性ガス源からの不活性ガスを、送達システムにおいてガス流中のガスと混合させるこ
とができ、これにより、ガス流中の一酸化窒素濃度を希釈することができる。一部の実施
態様では、不活性ガス源は窒素源であり、不活性ガスは窒素である。
【００８８】
　送達システムは、不活性ガス源を備えることができる。不活性ガス源は、送達システム
の第1の端部と送達システムの第2の端部との間に配置することができる。不活性ガス源は
、不活性ガスを送達システムに供給するように構成することができる。不活性ガス源から
の不活性ガスを、送達システムにおいてガス流中のガスと混合させることができ、これに
より、ガス流中の一酸化窒素濃度を希釈することができる。不活性ガス源は、窒素源とす
ることができ、不活性ガスは、窒素とすることができる。
【００８９】
　送達システムは、還元剤を備えることができる。還元剤は、ヒドロキノン、グルタチオ
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ン、及び/又は1つ以上の還元金属塩、例えば、Fe(II)、Mo(VI)、NaI、Ti(III)、もしくは
Cr(III)、チオール、又はNO2

-を含み得る。還元剤は、抗酸化物質とすることができる。
抗酸化物質は、抗酸化物質の水溶液とすることができる。抗酸化物質は、アスコルビン酸
、αトコフェロール、及び/又はγトコフェロールを含み得る。任意の適切な抗酸化物質
は、当業者によって決定される活性及び特性に基づいて使用することができる。抗酸化物
質は、乾燥又は湿潤状態で使用することができる。還元剤の組み合わせも使用することが
できる。
【００９０】
　還元剤は、送達システムにおいて接続器と第2の端部との間、又は空気源と第2の端部と
の間に配置することができる。還元剤は、送達システムにおける、二酸化窒素が生成し得
る位置よりも後の任意の位置に配置することができる。還元剤は、ガス流中の二酸化窒素
と反応して、二酸化窒素を一酸化窒素に変換することができる。
【００９１】
　還元剤は、表面活性物質に含めることができる。還元剤は、表面活性物質に被覆するこ
とができる。好ましい実施態様では、表面活性物質は、GeNOカートリッジ内に入れること
ができ、該GeNOカートリッジは、二酸化窒素を含むガス流を入口から受け取り、該二酸化
窒素を含むガス流を、表面活性物質を介して出口に連通させるように構成されたカートリ
ッジである。
【００９２】
　図4は、NO2をNOに変換することによりNOを発生させるためのカートリッジ400を例示し
ている。カートリッジ400は、カートリッジ、変換器、NO発生カートリッジ、GENOカート
リッジ、GENOシリンダ、GENO変換器、又はNitrosyl（商標）一次カートリッジとも呼ぶこ
ともあり、入口405及び出口410を備えることができる。スクリーン及び/又はグラスウー
ル415を、入口405及び/又は出口410に配置することができる。カートリッジ400の残りの
部分には、表面活性物質420を被覆するために還元剤を含む飽和水溶液に浸漬された該表
面活性物質を満たすことができる。飽和水溶液は、例えば、抗酸化物質を含む水とするこ
とができる。スクリーン及び/又はグラスウール415もまた、カートリッジ400内に挿入す
る前に飽和溶液に浸漬することができる。抗酸化物質は、アスコルビン酸とすることがで
きる。
【００９３】
　NO2をNOに変換する一般的なプロセスでは、NO2を含むガス流（例えば、空気流）を、入
口405から受け取ることができる。ガス流は、水性還元剤、例えば、抗酸化物質で被覆さ
れた表面活性物質420を通過して出口410に流体連通することができる。表面活性物質420
が湿潤状態を維持し、かつ還元剤が変換で使い尽くされない限り、この一般的なプロセス
は、周囲温度でのNO2のNOへの変換に有効であり得る。
【００９４】
　入口405はまた、例えば、NO2源からのNO2を含む空気流を受け取ることもできる。NO2源
は、NO2タンクと呼ばれることもあるNO2の加圧ボンベを含み得る。入口405はまた、窒素
、空気、又は酸素中にNO2を含むガス流を受け取ることもできる。変換は、広い濃度範囲
で起こり得る。約2 ppm～100 ppmのNO2、及び1000 ppmを超えるNO2を含むガスの濃度で実
験を行った。一例では、長さ約152.4 mm（6インチ）、直径が38.1 mm（1.5インチ）のカ
ートリッジに、最初にアスコルビン酸の飽和水溶液に浸漬したシリカゲルを充填した。こ
の湿潤シリカゲルは、Aldrich Chemical社のA.C.S.試薬グレード99.1％純度と指定されて
いるアスコルビン酸（すなわち、ビタミンC）及びS8 32-1、グレード40のメッシュサイズ
35～70と指定されているFischer Scientific International社のシリカゲルを使用して調
製した。他のサイズのシリカゲルも有効であり得る。例えば、約3.18 mm（1/8インチ）の
直径を有するシリカゲルも機能し得る。
【００９５】
　シリカゲルは、還元剤を含む飽和溶液で湿潤させることができる。例えば、アスコルビ
ン酸の飽和水溶液；より具体的には、飽和溶液は、水中で35重量％のアスコルビン酸を混
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合し、攪拌し、そしてこの水/アスコルビン酸混合物をシリカゲルに通して濾過すること
により調製した飽和溶液とすることができ、続いて脱水した。NO2のNOへの変換は、アス
コルビン酸で被覆されたシリカゲルが湿潤しているときに良好に進行した。NO2のNOへの
変換は、アスコルビン酸のみの水溶液では十分に進行することができない。
【００９６】
　カートリッジを、湿潤シリカゲル/還元剤で充填することができる。例えば、湿潤シリ
カゲル/アスコルビン酸で充填されたカートリッジは、12日間連続して毎分150 mlの流量
で定量的に空気中1,000 ppmのNO2をNOに変換することができた。毎分わずか数ml～5,000 
mlの流量の範囲の様々な流量及びNO2濃度の試験に成功した。NO2又はN2O4をNOに変換でき
る、当業者によって決定される任意の適切な還元剤を使用することができる。
【００９７】
　抗酸化物質/表面活性物質GENOカートリッジは、吸入療法に使用することができる。こ
のような一例では、該GENOカートリッジは、加圧ボンベ供給源からNOを送達するNO吸入治
療用のNO2除去装置として使用することができる。GENOカートリッジを使用して、吸入治
療中に化学的に生成する全てのNO2を除去することができる。このGENOカートリッジを使
用して、有害レベルのNO2を患者が誤って吸入するのを防止することができる。
【００９８】
　システムを吸入用NO薬物送達装置として使用して、空気又は酸素中のNO2出力を、GeNO
カートリッジを通過させることができ、該GeNOカートリッジは、NO2から1つのO原子を除
去して、超高純度NOを発生させる。
【００９９】
　図5を参照すると、内側の山505及び谷510を備えるカートリッジ500を、ブロー成形する
ことができる。表面活性物質及び還元剤（例えば、シリカゲル/アスコルビン酸粉末）が
詰め込まれると、粒子が密集し、小さい空隙が上部に残る。カートリッジを横にして振動
させると、材料を安定させることができた。管が平滑な内腔を有していた場合は、粉末の
上の空間が、GeNO変換器をバイパスする通路を形成することができた。山505及び谷510を
有することにより、粉末が安定することができ、蒸気が、化学反応炉をバイパスする通路
を有することができない。山の高さ及びその幅は、計算によって求めることができ、経験
的に確認することができる。
【０１００】
　カートリッジ用のキャップは、プラスチックから成形することができる（図6）。
【０１０１】
　システムを様々な状況及び/又は位置で使用できるようにするために、送達システムは
、電子機器を備えないようにすることができる。電子機器は、動作に電気を必要とする任
意の装置又はその一部とすることができる。電子機器は、コンピュータ、プロセッサ、配
線、電源コード、バッテリ、光源、アラームなどを含み得る。
【０１０２】
　送達システムは、加熱装置を備えないようにすることができる。加熱装置は、加熱素子
、温水槽、加熱マントル、加熱ワイヤ、又は加熱ウェルを含み得る。加熱素子は、表面に
ワイヤがエッチングされた単純なフレキシブル回路基板を含み得る。場合によっては、加
熱が必要であり、この場合、体温を使用して送達システム又はその一部の温度を上げるこ
とができる。
【０１０３】
　送達システムは、圧力容器に接続されたガス流量調節器を備えることができる。ガス流
量調節器は、制限器とすることができる。一部の実施態様では、放出されるガス流の量を
、ガス流量調節器によって調節することができる。ガス流量調節器は、ガスの圧力を変更
することができる任意の装置とすることができる。例えば、ガスは、高圧でガス流量調節
器に進入して、低圧でガス流量調節器から出る。ガス流量調節器は、ガスが該ガス流量調
節器を通過する流量を変更することができる任意の装置とすることができ、好ましくは、
ガス流量調節器は、流量を0に変更する（すなわち、ガス流を停止させる）ことができる
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。ガス流量調節器は、直接的又は間接的に圧力容器に接続することができる。一部の実施
態様では、放出されるガス流の量は、制限器によって調節することができる。言い換えれ
ば、ガス流量調節器は、制限器を含み得る。制限器は、直接的又は間接的に圧力容器に接
続することができる。
【０１０４】
　送達システムは、制限器を備えることができる。制限器は、容器からのガスの流れを制
限できる任意の装置とすることができる。制限器は、ガスを該制限器に通すのに十分な圧
力の存在を必要とし得る。制限器は、オリフィス、弁、又は管を含み得る。管は、内径を
有することができる。一部の実施態様では、管は、毛細管、より詳細には石英毛細管とす
ることができる。
【０１０５】
　制限器は、該制限器の前後の全圧力降下が、必要とされるNOの流れにとって適切であり
得るのであれば、任意の寸法を有することができる。制限器は、第1の端部及び第2の端部
を備えることができる。制限器は、該制限器の第1の端部と該制限器の第2の端部との間の
距離に一致する長さを有することができる。一部の実施態様では、制限器の長さは、長め
、例えば、10.16 cm（4インチ）を超える長さ、15.24 cm（6インチ）を超える長さ、30.4
8 cm（1フィート）を超える長さ、60.96 cm（2フィート）を超える長さ、152.4 cm（5フ
ィート）を超える長さ、304.8 cm（10フィート）を超える長さ、又は609.6 cm（20フィー
ト）を超える長さとすることができる。一部の実施態様では、制限器は、短め、例えば、
少なくとも約0.25 cm（約0.1インチ）、少なくとも約0.64 cm（約0.25インチ）、又は少
なくとも約1.27 cm（約0.5インチ）の長さとすることができ；この長さは、最大で約10.1
6 cm（約4インチ）、最大で約5.08 cm（約2インチ）、最大で約2.54 cm（約1インチ）、
又は最大で約1.27 cm（約0.5インチ）とすることができる。一部の実施態様では、制限器
の内径は、大きめ、例えば、約0.100μmを超える内径、約1μmを超える内径、約5μmを超
える内径、約10μmを超える内径、約50μmを超える内径、又は約100μmを超える内径とす
ることができる。一部の実施態様では、制限器の内径は、小さめ、例えば、少なくとも約
0.001、少なくとも約0.005μm、又は少なくとも約0.010とすることができ；この内径は、
最大で約0.100μm、最大で約0.050μm、最大で約0.025μm、又は最大で約0.010μmとする
ことができる。
【０１０６】
　任意の温度で制限器に通される物質（例えば、二酸化窒素）の量は、該制限器の直径に
よって決めることができる。従って、重要な設計変数は、容器の温度、及び該容器の上部
にある制限器の直径及び長さであり得る。
【０１０７】
　制限器は、当業者に公知の他の材料から形成することができる。該材料は、NO、N2O4、
又はNO2と反応しない、又はこれらを吸着しない材料とするべきである。
【０１０８】
　一部の実施態様では、送達システムは、圧力容器を備えることができる。
【０１０９】
　別の態様では、容器（又は容器を含む医薬製品）は、一酸化窒素を送達するためにシス
テムと共に使用することができ、空気を含むことができない。システムの限定目的ではな
い実施態様が図7に示されている。容器700は、送達システム702に接続することができる
。送達システム702は、第1の端部740を備えることができ、該第1の端部740は、容器700（
例えば、圧力容器）に接続することができる。容器700は、一酸化窒素を含むガスを含み
得る。容器700は、窒素中に0.08％の一酸化窒素を含む現在使用されているガスボンベよ
りも高い割合の一酸化窒素を含み得る。容器700は、少なくとも1％～最大100％の一酸化
窒素を含み得る。送達システム702は、管、リザーバ、及び他の要素を備えることができ
、これにより、容器から放出されるガスを、該送達システム702の第2の端部745に連通さ
せる。送達システム702は、該送達システム702の第1の端部740と該送達システム702の第2
の端部745との間に不活性ガス源720を備えても良いし、又は該不活性ガス源720に接続し
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ても良い（接続器750）。不活性ガス源740は、送達システム702に空気を供給することが
できる。不活性ガス源は、ガスボンベを含み得る。
【０１１０】
　不活性ガスは、送達システム702に進入して、一酸化窒素を含むガス732と混合すること
ができ、低濃度の一酸化窒素を含む希釈ガス流715となる。言い換えれば、高濃度の一酸
化窒素を含むガス流732を不活性ガスと混合して、低濃度の一酸化窒素、例えば、800 ppm
のNOを生成することができる。
【０１１１】
　このシステムは、現在使用されている送達プラットフォームと同様の濃度のNO及びN2を
送達することができる。しかしながら、混合比を変更することによって（すなわち、不活
性ガスを添加して一酸化窒素を希釈することによって）、NO濃度を、現在達成可能な濃度
よりも低い濃度に、より高い精度で下げることができる。0.1～5 ppmの範囲の低用量での
高い精度は、患者のより厳密な離薬を可能にするのに重要であり得る。現在の混合比の低
減では、2 ppmでの精度が±50％以上である。このシステムでは、全てのGeNOの設計と同
様に、精度は±3％である。別の利点は、薬局で保管できる比較的小型のバイアルにNOを
保存できることであり得る。
【０１１２】
　不活性ガスは、液体N2源に由来し得る窒素ガスとすることができる。適切な制御装置を
備えた液体N2又は卓上N2発生器（Schmidlin-DBS AG社、http://www.ddprocess.com/lab-g
as-generator/mini-nitrogen-generator.pdf.を参照）からのN2を使用することができる
。
【０１１３】
　方法は、一酸化窒素を送達する方法とすることができる。一酸化窒素を送達する方法は
、圧力容器からの一酸化窒素を含むガス流を送達システムに放出するステップを含み得る
。送達システムの第1の端部は、圧力容器に接続することができる。送達システムは、ガ
ス流を該送達システムの第2の端部に連通させるように構成することができる。方法は、
圧力容器から放出されるガス流の量を調節するステップを含み得る。放出されるガス流の
量は、ガス流量調節器によって調節することができる。加圧ガスは、圧力容器から放出さ
れるとガス流となり得る。
【０１１４】
　加圧容器から放出されるガス流は、少なくとも1％の一酸化窒素、少なくとも5％の一酸
化窒素、少なくとも約25％の一酸化窒素、少なくとも約50％の一酸化窒素、少なくとも約
75％の一酸化窒素、少なくとも約90％の一酸化窒素を含み得る。加圧容器から放出される
ガス流は、少なくとも約4％～最大約100％の一酸化窒素を含み得る。
【０１１５】
　加圧容器から放出されるガス流は、1種類以上の不活性ガスを含み得る。例えば、加圧
ガスは、窒素（N2）を含み得る。他の不活性ガスとして、限定されるものではないが、ヘ
リウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、及び六フッ化硫黄を挙げる
ことができる。あるいは、加圧容器から放出されるガス流は、本質的に一酸化窒素からな
り得る。加圧ガスは、一旦放出されるとガス流となり得る。
【０１１６】
　方法は、空気を空気源から送達システムに供給するステップを含み得る。空気源は、空
気ポンプ又は病院の給気を含み得る。空気源は、一定量の空気へのアクセスを可能にする
開口を送達システムに備えることができる。
【０１１７】
　方法は、混合後に、ガス流が、少なくとも0.01％、少なくとも0.1％、少なくとも1％、
少なくとも5％、少なくとも10％、少なくとも25％、少なくとも50％、少なくとも75％、
少なくとも90％、又は約100％の二酸化窒素を含み得るように、該ガス流を、送達システ
ムにおいて空気と混合するステップを含み得る。
【０１１８】
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　方法は、ガス流中の二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップを含み得る。ガス流中
の二酸化窒素を一酸化窒素に変換するステップは、ガス流を還元剤に接触させるステップ
を含み得る。上記のように、還元剤をガス流中の二酸化窒素と反応させて、二酸化窒素を
一酸化窒素に変換することができる。
【０１１９】
　方法は、不活性ガスを不活性ガス源から送達システムに供給するステップを含み得る。
不活性ガスは窒素であり、不活性ガス源は窒素源である。窒素源は、ガスボンベ又は液体
窒素を含み得る。
【０１２０】
　方法は、ガス流を送達システムにおいて不活性ガスで希釈するステップを含み得る。例
えば、ガス流を、低濃度の不活性ガス中の高濃度の一酸化窒素を含む圧力容器から放出さ
せることができる。不活性ガスを送達システムに添加することができ、これにより一酸化
窒素の濃度を希釈することができ、低濃度の一酸化窒素及び高濃度の不活性ガスを含むガ
ス流が得られる。不活性ガスは、1種類状の不活性ガスを含み得る。
【０１２１】
　容器から放出されるガス中の一酸化窒素濃度の希釈後のガスに対する比は、少なくとも
1:100、少なくとも1:500、少なくとも1:1000、少なくとも1:1250、少なくとも1:1500、少
なくとも1:2000、少なくとも1:5000、少なくとも1:10,000、少なくとも1:25,000、又は少
なくとも1:50,000とすることができる。
【０１２２】
　方法は、送達システムの第2の端部からガス流を排出するステップ、又は送達システム
の第2の端部に接続された患者インターフェイスからガス流を排出するステップを含み得
る。一酸化窒素は、動物、好ましくは哺乳動物の吸引に適したものとすることができる。
患者インターフェイスは、送達システムの第2の端部に直接的又は間接的に接続すること
ができる。患者インターフェイスは、例えば、マウスピース、鼻カニューレ、フェイスマ
スク、又は完全密閉型フェイスマスクを含み得る。人工呼吸器を、送達システムの第2の
端部に直接的又は間接的に接続することができる。
【０１２３】
　方法は、一酸化窒素を患者に送達ステップを含み得る。患者に送達される一酸化窒素は
、少なくとも約1 ppm、少なくとも約5 ppm、少なくとも約10 ppm、少なくとも約15 ppm、
又は少なくとも約20 ppmの濃度である。
【０１２４】
　1つ以上の実施態様の詳細が、添付の図面及び説明に示されている。他の特徴、目的、
及び利点は、説明、図面、及び請求の範囲から明らかになるであろう。本発明の多数の実
施態様が説明されたが、本発明の概念及び範囲から逸脱することなく、様々な変更を行う
ことができることを理解されたい。添付の図面は、必ずしも正確な縮尺ではなく、本発明
の様々な特徴及び基本原理のやや簡易な表現を示している。
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